
『岐阜県の肝炎対策について』

岐阜県健康福祉部感染症対策推進課
感染症対策第二係
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岐阜県マスコットキャラクター

ミナモ

第１０回岐阜県がん情報センター県民公開講座
岐阜大学医学部附属病院肝疾患診療支援センター市民公開講座 共同開催
「みんなで知りたい がん・肝のこと」
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ウイルス性肝炎の対策について

項 目 Ｂ型肝炎 Ｃ型肝炎

キャリア数 約110～120万人（推定） 約90～130万人（推定）

患者数 約19万人（推定） 約30万人（推定）

＜Ｂ・Ｃ型肝炎の推計キャリア数・患者数＞

ウイルス性肝炎は、「国内最大級の感染症」とも言われており、Ｂ型及びＣ型
肝炎ウイルス患者、感染者は、合わせて３００万人を超えると推定されている。

自覚症状がないため感染に気づきにくく、肝硬変や肝がんといった重篤な病態
へ進行する。この進行は、抗ウイルス治療によって防ぐことできる。

一方で、
・肝炎ウイルス検査には費用がかかる
・長期治療等によって医療費が高額となる

肝炎ウイルス検査、医療費を助成することで、早期発見・早期治療
を推進し、肝がん・肝硬変への重症化予防を図る。

ため治療につながらない。

※厚生労働科学研究費補助金 肝炎等克服政策研究事業 報告書（田中班）



２「受診」

初回精密検査

１「受検」

肝炎ウイルス検査の
啓発と検査費用助成

・県保健所
・委託医療機関

○岐阜県

○市町村

・岐阜市保健所
・保健センター
・委託医療機関

＜実施体制＞

精密検査と治療後の
定期検査費用助成

専門医療機関(14か所)
での検査費用を助成

３「受療」

肝炎治療

県内外の医療機関での
治療費を助成

医療費を助成

肝がん・重度
肝硬変治療

指定医療機関での治療費
を助成

定期検査

県内医療機関での検査
費用を助成

陽性者フォローアップ

・受診状況確認
・セミナー案内

０「予防」

・コーディネーター養成

・普及啓発活動
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岐阜県の肝炎対策事業の概要



ステップ１「受検」について
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県では、肝炎ウイルス検査を無料で受けることができます。

（参考）各市町村での検査
満40歳となる方、40歳以上で５歳刻みの方は原則無料

・検査方法：採血による検査を行います。

・対象者 ：①岐阜県にお住いの方
②過去にB型、C型肝炎ウイルス検査を受けていない方

・受検方法

（1）保健所での検査
HIV、梅毒検査と併せて肝炎ウイルス検査を無料匿名で受検

（2）委託医療機関での検査
県または岐阜市が委託したクリニック等で無料で受検
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県・県医師会作成リーフレット

住所地 受検場所 受検方法

岐阜市
岐阜市内の医療機関
（岐阜市外の医療機関で

は受検不可）

・事前に保健所等で受付し、
受検票を持参して受検

岐阜市外
(岐阜県)

岐阜市外の県内医療機関
（岐阜市内の医療機関で
は受検不可）

・事前申し込みは不要
・直接医療機関で受検

受検できる医療機関は岐阜市および岐阜県のホームページ
にそれぞれ掲載されています。

委託医療機関での検査を受ける場合は、住所地（住民票）で
受検場所と方法が異なります。

ステップ１「受検」について



ステップ２「受診」について
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「受診」のステップでは、初回精密検査および定期検査に係る一定の
費用を助成しています。

初回精密検査費用助成
肝炎ウイルス検査で「陽性」と診断された方は、初回精密検査を行います。

県では、肝疾患専門医療機関で初回精密検査を実施した費用を助成しています。

〇対象者 ：①岐阜県内に住所を有する方

②健康保険等の公的医療保険に加入している方

③原則１年以内に「県または市町村の事業」,「職域」,「妊婦健診」
および「手術前」の肝炎ウイルス検査で陽性と判断された方

④岐阜県又は市町村が行う陽性者フォローアップ事業に同意された方

肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業とは

⇒肝臓に関するセミナーや相談会の案内、受診状況確認など行い、適切な治療
が受けられるように支援する事業です。

県内18医療機関



ステップ２「受診」について
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助成対象
助成対象は、下記の検査費用に限ります。

検査が複数日に渡った場合、1ヶ月以内の期間
であれば、一連の検査とすることができます。

助成対象項目一覧

①血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像

②出血・凝固検査
プロトロンビン時間、活性化部分トロ

ンボプラスチン時間

③血液化学検査

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋

白、 アルブミン、ＡＬＰ、ＣｈＥ、 γ

－ＧＴ、総コレステロール、ＡＳＴ、

ＡＬＴ、ＬＤ、クレアチニン

④腫瘍マーカー
ＡＦＰ、ＡＦＰ－Ｌ３％、ＰＩＶＫＡ

－Ⅱ半定量、ＰＩＶＫＡ－Ⅱ定量

⑤肝炎ウイルス

関連検査

ＨＢｅ抗原、ＨＢｅ抗体、ＨＣＶ血清

群別判定、ＨＢＶジェノタイプ判定等

⑥微生物核酸同定・

定量検査 ＨＢＶ核酸定量、ＨＣＶ核酸定量

⑦超音波検査 断層撮影法（胸腹部）

⑧その他 初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料

検査費用の助成のながれ

①準備

・紹介状（情報提供書）を作成してもらう。

・肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業に登録する。

(最寄りの保健所またはお住いの市町村窓口で登録)

②受診

・肝疾患専門医療機関で初回精密検査を受ける。

・診断書、領収書、診療明細書を作成してもらう。

・窓口で料金を支払う。

③申請・振込み

・書類を保健所に提出する。

・審査後、助成対象費用が金融機関に振り込まれる。



ステップ２「受診」について
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定期検査費用助成

B型・Ｃ型肝炎ウイルスを原因とする慢性肝炎、肝硬変又は肝がん患者
（無症候性キャリア以外）が定期的に検査を行う費用を助成しています。

〇対象者 ：①岐阜県内に住所を有する方

②健康保険等の公的医療保険に加入している方

③Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び

肝がん患者（治療後の経過観察を含む）

④岐阜県又は市町村が行う陽性者フォローアップ事業に同意された方

⑤市町村民税（所得割）課税年額235,000円未満の世帯に属する方

⑥肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方

〇助成回数：年2回

〇助成対象：初回精密検査費用助成と同様

（肝がん、肝硬変の方はＣＴ 撮影またはＭＲＩ撮影も対象）



ステップ２「受診」について
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検査費用の助成のながれ

①準備

・保健所で申請方法の説明を受ける。

・肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業に登録する。

(最寄りの保健所またはお住いの市町村窓口で登録)

②受診

・保険医療機関で定期検査を受ける。

・診断書、領収書、診療明細書を作成してもらう。

・窓口で料金を支払う。

③申請・振込み

・書類を保健所に提出する。

申請書／領収書／診療明細書／保険証の写し／診断書

世帯全員の住民票の写し／世帯全員の課税証明書

・審査後、助成対象費用が金融機関に振り込まれる。

階層区分

自己負担限度額
（１回につき）

慢性肝炎
肝硬変
・肝がん

市町村民税課税年
額235,000円未満 2,000円 3,000円

非課税世帯 0円 0円

助成金額
助成対象について窓口でお支払された金額

（保険診療 自己負担分）から下表の金額（自己

負担限度額）を差し引いた金額になります。
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ステップ３「受療」について

「受診」のステップでは、以下の２つの事業を実施。

１．肝炎治療特別促進事業
B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の治療費を自己負担月額１万円また

は２万円となるよう助成する。

２．肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
肝がん・重度肝硬変（非代償性肝硬変）治療・手術等の入院医療費及び分子標

的薬・肝動注化学療法に係る外来医療費（高額療養費が支給される場合）を、自
己負担月額１万円となるよう助成する。

11

肝炎治療特別促進事業の範囲

肝がん重度肝硬変治療
研究促進事業の範囲

肝がん・重度肝硬変の治療
を継続するために必要な
核酸アナログ製剤治療



12

肝炎治療特別促進事業

対象者

①岐阜県内に住所を有する方

②健康保険等の公的医療保険に加入している方

③医師から下記の対象治療（保険適用の治療）が必要と判断された方

対象医療
〇Ｃ型肝炎ウイルスの根治を目的として行うインターフェロン治療、
インターフェロンフリー治療

〇Ｂ型肝炎ウイルスに対するインターフェロン治療、核酸アナログ製剤治療

自己負担限度額
階層区分 自己負担限度額（月額）

世帯の市町村民税（所得割）課税年額が

235,000円以上の場合
20,000円

世帯の市町村民税（所得割）課税年額が

235,000円未満の場合
10,000円



受給者証交付までの流れ

④書類送付

①受診

②診断書

受給を希望する方
（県内在住、健康保険
証をお持ちの方）

病 院

保健所

⑤受給者証（参加者証）・自己限度額管理票交付
⑤’不承認通知書送付

岐阜県肝炎治療認定協議会
（岐阜県肝がん・重度肝硬変治療認定協議会）

⑥受給者証・ 自己負担管理票
（参加者証・医療記録票）

県庁

①
相
談

③
申
請
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Gifuken_Seino_Sogo_Chosya01.JPG
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ogaki-Municipal-Hospital01.JPG
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ガイドラインの作成に向けた臨床データの集計など、国が進めるB型・C型

肝炎による肝がん治療研究に協力する患者に対し、医療費の一部を助成する。

＜事業参加資格＞

・世帯の収入が約370万円以下である方

・対象医療の治療について自己負担額が高額療養費の基準額を超

えた月が、過去12月で2月以上ある方※

＜対象医療＞

（1）肝がん又は重度肝硬変の入院治療

（2）肝がんの分子標的薬を用いた化学療法・肝動注化学療法による通院治療

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の要件

※ 助成対象となるのは、過去12月のうち、上記の治療について自己負担額が高額療

養費の基準額を超えた３月目以降に指定医療機関で受けた医療に限ります。



・指定医療機関等において、対象医療の治療について自己負担額が高額療養費の基準額
を超えた月は窓口に医療記録票の記載を依頼してください。

・参加者証を所有している場合は、医療記録票と共に窓口に提示してください。

・助成月は、入院医療は窓口で自己負担限度額でのお支払い、外来医療費は県に償還払
い請求を行ってください。

参加者証
医療記録票
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医療記録票と参加者証
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年月 令和4年4月 ～ 令和4年9月 令和4年10月 ～ 令和5年９月

状 況

な
し

な
し入院・通院 入院・通院 入院・通院 入院・通院

カウント 1回目 2回目 3回目 2回目

助成 対象外 対象外 対象 対象外

参加者証交付申請が可能 助成対象月を含む12月以内に
カウントが3回ある。
（R4年4月、9月、10月）

高額療養費 高額療養費 高額療養費 高額療養費

助成対象月を含む12月以内に3回カウントが
ない（R4年4月、9月は12月以内に含まれな
い）

月数カウントの考え方について
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ご清聴ありがとうございました


